
（建築）

１　山留工事の数量変更

２　土間コンクリート撤去及び新設

３　鉄骨工事の数量変更

（請負金額の支払限度の変更）

令和７年度：30％　令和８年度：70％

（建築）

１　原設計では土留めのための親杭・矢板共に撤去であったが、掘削後の調査により

　　既存校舎の基礎の影響により、親杭・矢板の撤去を行えない箇所が発生したため

２　既存便所の解体後の調査により、一部ピット形状ではない場所があり

　　設備配管工事を行う場所の土間コンクリート撤去及び新設を行う必要が生じたため

３　昇降機メーカーの指定により、昇降機設置のための鉄骨形状に変更が生じたため

（請負金額の支払限度の変更）

工事請負契約約款第38条第3項の規定による

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 白川台中学校昇降機棟増築他工事（第1回設計変更）

　契約変更後の工事概要

（公表様式第６号）　

　契約変更の理由


